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賀
県
訓
令
甲
第
六
号 

本 
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現
地
機
関 

 
 
 

 

佐
賀
県
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 

 

第
十
三
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
印
を
事
前
に
押
印
し
、
又
は
印
影
の
刷
込
み
を
し
た
用
紙
は

厳
重
に
保
管
し
、
当
該
用
紙
に
つ
い
て
常
に
そ
の
受
払
い
の
状
況
を
公
印
事
前
押
印(

刷

込
み)

用
紙
受
払
簿(

様
式
第
七
号)

に
よ
り
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
八
号
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
七
号
を
削
り
、
様
式
第
八
号
を
様
式
第
七
号
と
し
、
様
式
第
九
号
を
削
り
、
様
式

第
十
号
を
様
式
第
八
号
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る 


